
　令和６年能登半島地震において、多くの建物やブロック塀が倒壊しました。また、その後の豊後水道や日向灘
での地震でも物的被害があり、本市でも、地震による被害が起きる可能性はあります。本市では、耐震改修（除去）
工事費用やブロック塀除去工事費用についての補助金制度があります。
　活用を考えてみませんか。（令和８年４月から申請を受け付けます。）

●対象となる建物　次の全てに当てはまること
◇木造戸建て住宅のもの（店舗などの用途を兼ねる場合は、店舗などの用途に供する部分の床面積１/２未満）
◇昭和56年５月31日以前に建築または工事着手したもの
◇耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満で、建物全体が1.0以上または１階部分の上部構造評点が1.0
以上になる耐震改修工事となるもの
※本市では耐震診断はできませんので、耐震診断ができる機関を紹介します。
◇耐震改修工事の場合、居住者がいることまたは工事後に居住する予定者がいること
◇解体工事の場合、申請日の１年以上前から居住していること
●対象者　木造戸建て住宅の所有者（所有者の承諾があれば、居住者でも申請ができます。）
●対象経費　耐震改修工事費または解体工事費にかかる経費
●補助金額　耐震改修工事の場合、工事費の50％相当額（上限60万円）

解体工事の場合、改修工事を行った場合の工事費と比較して、いずれか低い額の45％相当額
（上限60万円）

●その他の条件
◇市と事前に協議を行うこと
◇工事請負契約前に補助工事申請を行うこと
◇申請者は暴力団員などでないこと、また市税を滞納していないこと
◇工事を実施した年度の１月末までに工事完了し、実績報告を行うこと（補助金申請は４月から受付開始）

補助金を活用しませんか？
地震は必ず

起こります！

大野城市木造戸建て住宅耐震改修等補助金

●補助対象となる塀　次の全てに当てはまること
◇ブロック塀、石塀、レンガなどの塀であるもの
◇道路に面している
◇道路面からの高さが１ｍ以上
◇市役所の事前調査により補助対象と判断されたもの
※事前調査は無料で行いますので、申し込みの際は、問い合わせてください。
●対象者　ブロック塀の所有者または管理者
●対象経費　ブロック塀などの撤去にかかる経費（フェンスなどの再築は補助対象外です）
●補助金額　次のどちらか少ない額（上限16万円）
◇対象経費の2/3相当
◇工事延長（m)×8000円
●その他の条件
◇市と事前に協議を行うこと
◇工事請負契約前に補助工事申請を行うこと
◇申請者は暴力団員などでないこと、また市税を滞納していないこと
◇工事を実施した年度の２月末までに工事完了し、実績報告を行うこと（補助金申請は４月から受付開始）

大野城市ブロック塀等撤去費補助金

●問い合わせ先　生活安全課　☎（580)1897 daianzen＠city.onojo.fukuoka.jp

　市では、次の計画などの策定を進めています。これらの案について、皆さんからの意見を募集します。

パブリック・コメント
皆さんからの意見を募集します

閲覧場所

提出方法

提出と
問い合わせ先

閲覧と
意見提出期限

◇市ホームページ◇市役所１階ロビー◇行政資料室（市役所新館３階）◇担当課◇各コミュニティ
センター◇まどかぴあ図書館◇すこやか交流プラザ

計画の名称 大野城市新型インフルエンザ等
対策行動計画（案）

大野城市地域公共交通計画（案）
※すこやか交流プラザでは閲覧できません

意見記入用紙（閲覧場所で配布、または市ホームページからダウンロード）に記入のうえ、送付、
ＦＡＸ、メールで提出、または提案箱（閲覧場所に設置）に投函
※電話での意見は、受け付けません。
※各施設の休館日は、閲覧・投函はできません

健康課感染症対策担当
☎（501)2222
　（584)5656
sukoyaka@city.onojo.fukuoka.jp

都市計画課交通・市街地政策担当
☎（580)1868
　（572)8432
kentoshi@city.onojo.fukuoka.jp

３月２日㈪～３月31日㈫（必着）

　市では、次の条例・計画について、パブリック・コメントを行いました。
　市民の皆さんからの意見の概要と意見に対する市の考え方を公表します。

パブリック・コメント実施結果

実施期間

公表期間

問い合わせ先

閲覧場所
◇市ホームページ◇市役所（本館１階ホール・行政資料室（市役
所新館３階）・担当課）◇まどかぴあ図書館◇各コミュニティセン
ター◇すこやか交流プラザ◇総合体育館◇総合福祉センター◇青
少年の居場所「ユープレ」

人事マネジメント課
人材育成担当　
☎（580)1818
　（573)7791
jinji@city.onojo.fukuoka.jp

スポーツ課
スポーツ担当
☎（580)1914
　（501)2270
sports@city.onojo.fukuoka.jp

財産管理課
ファシリティマネジメント担当
☎（580)1825
　（573)7791
soumubu@city.onojo.fukuoka.jp

意見はありませんでした。本
計画（案）は、３月に市ホー
ムページで公表予定です。

12月17日㈬～1月16日㈮ 11月11日㈫～12月10日㈬

２月16日㈪～３月15日㈰ ２月９日㈪～３月31日㈫

12月16日㈫～１月16日㈮

条例・計画の
名称

大野城市
ハラスメント防止条例（案）

第２期大野城市
スポーツ推進計画（案） 大野城市

公共施設等再編計画（案）※総合体育館、総合福祉センターでは
　閲覧できません

※青少年の居場所「ユープレ」では
　閲覧できません
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